
昭 和57 年3 月5 日

区のお知らせ

第569号( 1)

足 立 区
編 集/ 企 画 部 広 報 課

足 立 区 千 住 一 丁 目4- 18

( 882) 1111
第 二 庁 舎 　( 889) 6161

人口・面積( 57. 2. 1)
世 帯　212, 169
人 口　627, 293
男　317, 385
女　309, 908

面 積　53. 25 ㎞2
人口密度　11, 780 人/㎞2

写

真

集

、

都

市

農

業

公

園

、

区
の
う
た
な
ど
を
計
画

区
制
五
十
周
年
事
業

足立区 が誕 生し て 今年 で50年 を迎 え ます。 記

念事業 もさまざま計画をしていますが、皆さ
んの ご協力 とご参 加が なけ れば 、な かな か む

ずかしい事業もあります。この区制50周年と
いう大きな節日を、皆さんと共に足立区の未
来へ向けての記念の日としていきたいと思い
ますので、よろしくご協力ください。

お
貸
し
く
だ
さ
い

古
い
写
真
・
資
料

昭
和
匕
年
に
足
皀
K
か
発
足
し
て

か
ら
、
こ
の
1
㎜
ミ
の
閧
に
は
、
心

き
く
発
展
し
た
に
ぺ
面
、
い
‥
y
良
き
沿

い

出
も

、
失

な

わ
ね

よ

う

上
し
て

い

こ
の

よ
う

に

、
忘

れ
I

ら
わ

よ
ろ

と

し
て

い
ろ

足

収

力
片

か
・
と
と

め
て

お

く

た
め

に
、

区
制
h

卜

周
年

夕
迎

え

ろ
の

ぞ

機
会

に
、

リ
4

築
ふ
兎
'
冂

す

ろ
こ

と

や
肌

画

し
て

い

ま
す

耻

ざ
K

に
永

く

お
什

い
の

方

々
で

占

い
リ

匯

ぞ

お
持

ら
の

方

、
あ

る

い

は

あ

白
心

が
占

い

り
以

ぞ

杤

ご
弋

い

る

々

ビ
の

こ
と

が

あ
口

に

し
た

ら
、

ゆ
一
じ
I

桁
ミ

尸
j

卜

皆

丿
人
の

幅

じ

卜
こ

協

り
の

‘
↑ミ

に

、
み

λ
々

て

つ

く
ろ

り

貞
哨

に
し

た
卜

と
忠

リ
「
、
す

。

し
爽
鴪
吻
門
米
の
宀
二
气
h

名
々
建
物
や
風
景
で
あ
る
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん

む
し
ろ
、
£
時
代
の
八
々
の
牛
活

か
記
鍄
さ
わ
、肖
時
の
町
な
み
、人
々

の
表
情
、
着
物
や
什
喞
ぷ
り
な
ど
が

り
さ
れ
た
素
人
・り
貞
で
卜
分
で
す
。

ま
た
、
多
少
変
色
し
た
も
の
で
も

複
写
し
て
再
生
し
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
キ一
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ご
提
供

で
だ
さ
い

々
お
、
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
リ
a

は
、
複
ト
ウ
?
凡
、
原
汳
は
お
返

し
し
E
才

連
絡
・
問
合
せ
先

広
報
課

都
市
農
業
公
園

計
画
と
桜
の
植
樹

足
立
ほ
弌

か
つ
て
稲
作
や
野
槊

類
少
栽
培
が
盛
人
に
悁
わ
れ
、
i
・
l

ミ
内
で
廴
町
数
の
輿
業
区
て
し

气

し
か
し
、都
市
化
な

牋
地
か
馘
ヤ
し
、
現
ぴ
は
二
日
レ

(

ベ
ク
タ
ー
ハ

と

な

っ
て

い
ま

す

。

ま

た
、

飃
家

も
、

野

哨
昨

り

、
花

栽

賠

な
ど

あ

わ
せ
c

六
・
口
几

卜

儿
一
尸

に
な

っ
て

し
ま

い

ま
し

た

。

こ
の

よ

う

に
、

火

わ
れ
っ

っ

あ

る

農

業
資
n
4

保
存

し
、

併

せ
て

都
市

農

業

の
将

米

や
探

る
願

い

ふ
・
こ

め
て

計

画

さ
れ

ろ

、
都

巾

農
業
公

園
'

で

气

ま

た
、

剛
内

に

は
、

昨

年

二
月
、

ワ

シ
ン
ト

ン
市

ポ

ト

マ
y

ク
河

畔

か

ら
黽

帰
り

し
、

現

在
、

茂

城
県

の

結

城
農

禍
で

育

成
し

て

い
る

汀
北

紅

色

桜
の

苗
木

を

植
え

る
予

定
で

す
。

さ

ら

に
、

桜
は

区
の

シ
ン

ボ
ル

と

し
て

、

氏
卜

周
年

記

念
事

業
区

民

会

叢
か

ら
の

提

訶

を
受

け
て

い

ま
す

の

で

、

こ
の

里

帰
り

桜
の

苗

木

久

区

内
の

公
園

や

学
校

な

ど

に
も

広
く

植

樹
し

、
将

来

に
は

、

足
立

区
内

を

桜

の

花

で

一
杯

に
し

た

い
と

考

え
て

い

ま
す昨

年
、

黽

帰
り

し

た
時

に

は
、

割

ぱ
し

ほ

ご

≒

た

桜

も
、

現

在
は

、

高
さ
J

メ
i

ト
ル

五

十

セ
ン

チ
位

に

な
り
、
葉
や
枝
も
た
く
ま
し
く
育
っ

て
い
ま
す
。

み
ん
な
で
歌
え
る

区
の
う
た
募
集

区
内
在
住
の
方
、
ふ
る
ぶ
ど
応

募
く
だ
さ
い
。。

応
募
資
格

区
内
政
住
山
方
(
年
齢
、

職
業
は
問
い
ま
せ
ん
)

内
容

▽

豆

立
区
の
ら
た
」
と
し

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の

バ
明
る
く

健
康
的
气

鳶
望
に
幽
ち
た
も
の

ミ

だ
れ
で
も
気
軽
に
楽
し
く
歌

え
る
も
の

▽
表
閣
は
自
由
で
す

応
募
規
定
　
▽
作
品
は
、
四
百
字
詰

原
稿
用
紙
(
R
4

判
)
で
縦
番
と

し
、
黒
イ
ン
ク
ま
た
は
ポ
ー
ル
ペ

ン
を
便
用
し
、
楷
書
で
は
っ
き
り

紀
入
す
る
こ
と
v

歌
詞
は
三
節

程
度
の
も
の

▽
作
品
は
、
自
作

で
未
発
表
の
も
の

▽
作
品
は
何

点
で
も
自
山
で
す

▽
作
品
の
返

劒
は
し
ま
せ
人

審
査

作
品
の
審
査
は
、
「
足
立
区

の
う
た
」
制
定
委
員
会
(
作
詞
補

作
餃
、
作
曲
家
、

議
会
巖
員
、

一
般
区
民
、
学
校
関
係
者
、
ぼ
職

員
の
構
成
)
で
行
い
ま
す

※
な
お
、
審
査
内
容
に
つ
い
て
の
問

い
介
わ
せ
に
は
お
芥
え
し
ま
せ
へ

発
表

瓦
月
七
旬
頃
入
選
者
に
a
知

し
ま
す
(
「
区
の
お
知
ら
せ
」
で

も
発
表
し
ま
す
)

賞

賞
状
と
賞
金
を
授
与

▽
人
選
・
三

点

▽
佳

作
・
:
若

干

※

た

だ
し

、小
・

巾

学

生
の

場

合
は

、

賞

金

相
肖

の
図

書

券

を
贈

り
ま

す

。

応

募
方

法

作

品
の

末

尾

に

、
住
所

、

氏
名

、
年
齢

、
性
別

、
連
絡

先

電

話

番
号

お
よ

ぴ
職
業
(

勤
務

先

ま

た

は
学

校
名
)

を
明

記

し

、
広

報

課
へ

持

参

、
ま

た

は
郵

送
で

応

募

し
て

く

だ

さ
い

応
募
期
限
二
月
二
十
日
(
当
川
消

印

有
効
)

《
注
意
事
項
》
▽
入
選
作
品
の
苔

作
権
は
区
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
▽
入
遇
作
品
は
、必
要

に
t
心
じ
て
補
昨
す
る
こ
と
に
な
り

ま

す

応
募

・
問

合

せ
先

広
報

課
(

〒
1
2
0

千

住

一
1

四
-

一

公

区制発足当時に くらべて現在の人口は約4 倍

3 月29 日 に

移 転 し ま す

東和保健相談所
東
和
保
健
相
談
所
が
次
の
と

お

り
、移
柾
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

な
鰕

四
月
一
日
(
木
)
よ
り
左

記
足
立
保
健
所
の
管
轄
K
滅
は
、
東

和
保
健
相
談
所
に
変
わ
り
ま
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

移
転
す
る
日

三
月
一
半
九
日
百
)

新
所
在
地

東
和
づ
I
匸
一
一
九
(

東
和
セ
し
タ
ー
内
)

電
話
番
号

六
〇
六
一
四
-
;

・

変
更
に
な
る
管
轄
区
域

大
行
田
五

丁
目
、
加
平
一
上
二
丁
目
、
北
加

嘔
町
、
佐
野
一
乙

〒
日‥
、
神
明

一
～
三
丁
目
、
神
明
南
一
A

丁

目
、
辰
沼
一
?
二
丁
目
、
六
木
一

～
四
丁
目
、
谷
中
四
～
と
丁
目

※
前
記
区
域
の
営
業
関
係
の
許
・
認

可
嘔
務
お
よ
ぴ
医
務
関
係
の
届
出
、

申
請
等
は
、
千
住
保
健
所
で
行
い
ま

す
。

問
合
せ
先

衛
生
部
管
理
課

新・旧 の 位 置変更になる
管轄区域

区民まつり実行委員会

運営 委員会 議始 まる

二
月
二
十
三
日
、
第
一
回
足
立

区
民
ま
つ
り
実
行
委
員
会
運
営
委

員
会
n
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
運
営
委
員
会
議
は
、
区
制

阮
卜
周
年
肥
念
事
業
区
民
会
議
の

提
言
を
受
け
て
'

年
区
民

ま
つ
り
に
参
加
す
る
、
さ
ま
ざ
ま

な
催
し
を
協
亀
し
、
令
体
と
し
て
J

一
念
の
昨
に
ふ
さ
わ
し
く
、
盛
り

あ
げ
て
い
こ
う
と
、
開
か
れ
た
も

の
で
す
。

運
営
委
貝
は
二
十
七
名
で
、
構

成
は
'
r
t
-
記
の
と
お
り
で
す
。

ま
た
、
会
議
そ
ま
と
め
る
議
艮

に
は
、
小
れ一
砒
次
4
艮
、
副
議
艮

に
は
、
加
藤
芳
太
郎
委
艮
が
選
出

さ
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、区
(
事

務
局
)
か
ら
五
十
周
年
夲
業
の
考

え
方
に
つ
い
て
説
明
が
あ
り
、
区

民
ま
つ
り
の
運
肖
に
つ
い
て
提
案

が
行
わ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
区
民
ま
つ
り
に
参
加
す

る
備
し
の
内
容
や
日
程
等
に
つ
い

て
は
、
四
月
に
会
議
で
検
討
の
う

え
決
め
ら
れ
る
予
定
で
す
。

運
営

委

員
会

議
の

構

成

回
議

会
議

員
・
:
五
名

、
学

識

者

・
厶

名

、
区

内
団

体
・・・
十

八
名

、

区
職

員
・・
上

名
、

計

二

十
七

名

問

合
せ

先

地

域
振

興

課

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
な
ど
を
見
学

若
人
の
た
め
の
施
設
見
学
会

区
で
は
、
区
内
に
あ
る
公
共
施

設
に
つ
い
て
皆
さ
ん
が
理
解
と
砲

識
を
深
め
一
一
親
し
ん
で
い
た
だ

け
る
よ
う
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
よ

る
見
学
会
ぶ一実
施
し
て
い
ま
す
。

今
回
は
、
若
い
人
を
対
象
に
し

た
見
学
会
を
企
画
し
ま
し
た
。
春

休
み
中
の
学
生
さ
ん
や
社
会
人
の

方
、
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

日
時

こ
月
二
十
五
日
(
木
)

・
二
十
六
日
(
金
)
の
二
日

閧
、
午
前
九
時
三
十
分
～
午

後
四
時

対
象

区
内
在
住
の
高
校
生
以

上
二
十
五
歳
ま
で
の
男
女
。

グ
ル
ー
プ
(
三
人
以
内
)
で

の
受
付
け
も
し
ま
す

定
員

各
川
と
も
二
十
四
名

見
学
施
設

足
立
清
掃
工
場
、

竹
の
塚
温
水
プ
ー
ル
、
老
人

会
館
、
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ

ー
、
教
青
セ
ン
タ
ー
(
プ
ラ
ネ

タ
リ
ウ
ム
上
映
)

参
加
費

無
料
(
昼
食
は
、
こ
ち

ら
で
用
意
し
ま
す
)

申
込
方
法

電
話
で
ど
う
ぞ

申
込
期
限

三
月
十
日
(
六
日
は

正
午
ま
で
)

申
込
・
問
合
せ
先

広
報
課

総 合 ス ポ ー ツ セ ン タ ー

水
洗
化
が

可
能
に
な
り
ま
し
た

現
在
、
区
内
各
所
で
下
水
遭
工

事
が
・
`
々
と
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
た
び
次
の
地
域
の
工
事

祚
了
に
と
も
な
い
、
水
洗
化
が
可

能
と
な
り
ま
し
た
。

つ
き
ま
し
て
は
、
こ
の
地
域
に

お
住
ま
い
の
方
に
は
、
三
年
以
内

に
水
洗
化
の
工
事
を
し
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

水

洗
化

可

能

地
城

▼

一

部

が
可

能

な
街

区
'
・・
足

立

一
-

匸

二
、

足

立
四
-
}

～

七
・

二

二
!

一

五
、西
綾
瀬
一
〒
二
・
四
～
(

、

西
綾
瀬
三
-
(
～
十

▼
全
部
が
可
能
な
銜
区
・
=足
立

一
-
一
四
～
一
八
・
二
〇
!

一

三
、
西
綾
瀬
一
〒

三
、
西
梭
漸
=

〒

一
～
七

供
用
開
始
年
月
日

二
月
二
十
二

問
合
せ
先

下
水
一
局
小
一
支
所
(

　
六
〇
ニ
ー
(
(

二
二
)

、

ま
た
は
区
役
所
下
水
遭
課
(
　
(
(

九
上
(
二
(
一
)
へ

販
売
し
て
い
ま
す

道

路

図

な

ど

区
で
作
成
し
た
地
図
、
道
路
図

等
を
販
売
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

頒
布
価
格

▼
白
図
(
縮
尺
一
万

二
千
分
の
一
)
圭
一百
円

▼

白
図
(
縮
尺
二
万
五
千
分
の
I
)

・人

十
円

▼
路
縮
図
(
縮
尺

五
千
分
の
一
製
本
)
上
(
千
円

▼
路
線
図
(
縮
尺
一
万
二
千
分

の
一
製
本
)
…
二
千
円

▼
水

路
図
(
縮
尺
一
万
二
千
分
の
I
)

・・・
二
百
五
十
円

頒
布
・
問
合
せ
先

土
木
部
略
政

課
遭
路
台
帳
係



昭 和57 年3 月5 日区 の お 知 ら せ ( 2)

見たり・聞いたり・作ったり

区の施設のいろいろな催し

各
種
婦
人
教
室

新
規
受
講
生
募
集

花
畑
セ
ン
タ
ー

□
籘
工
芸
教
室

日
時

四
月
二
十
七
日
、
五
月
二
十

五
日
、
六
月
二
十
二
日
、
七
月
十

三
日

午
前
九
時
～
正
午

定
員

ニ
ト
名

費
用

三
千
円

□
陶
芸
教
室

日
時

四
月
二
十
日
、五
月
十
一
日
・

十
八
日
、
六
月
(
日

午
前
十
時

～
正
午

定
員

二
十
名

費
用
(

百
円

□
茶
道
教
室
(
表
千
家
)

日
時

四
月
十
四
日
～
七
月
二
十
(

日
の
毎
週
水
曜
日
(
全
十
六
回
)

午
後
}
時
～
四
時
三
十
分

定
員

二
十
名

費
用

二
千
円

□
料
理
教
室

日
時

四
月
十
六
日
・
二
仁
三
日
、

五
月
十
四
日
・
二
十
八
日
、
六
月

十
一
日
・
二
十
五
日

午
後
二
時

～
四
時
三
十
分

定
員

三
十
名

費
用

三
千
円

□
親
子
体
操
教
室
(三
歳
児
と
母
親
)

日
時

四
月
十
日
～
翌
年
一
月
二
十

九
日
の
毎
週
土
曜
日
(
全
三
十
回
)

午
前
十
時
三
十
分
～
十
一
時
三
卜

分
定
員

二
十
五
組

費
用

無
料

対
象

い
ず
れ
も
、
区
内
在
庄
の
婦

人
で
全
日
程
参
加
で
き
る
方

申
込
方
法

往
復
(
カ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
号
、
希
望

す
る
教
室
名
一
つ
(
一
教
室
に
I

人
一
枚
に
限
る
)
を
記
入
の
う
え
、

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
(
申
し
込

み
多
数
の
場
合
は
抽
選
)

申
込
期
限

三
月
十
五
日
(
当
日
消

印
有
効
)

申
込
・
問
合
せ
先

花
畑
セ
ン
タ
ー
(

苧
Ⅲ
花
畑
四
一
一
六
-
匸
二

　
(
五
〇
-
二
六
一
七
)

東
部
セ
ン
タ
ー

□
書
道
教
室

日
時

水
昭
日
(
月
三
旦

午
前
十
時

定
員

六
十
名

費
用

無
料

□
生
花
教
室

日
時

金
昭
日
(
月
一
回
)
午
前
十
時

定
員

三
十
名

費
用

一
回
七
百
円
(
花
代
)

□
絵
画
教
室

日
時

土
昭
日
(
年
十
五
回
)
午
後

一
時
三
十
分

定
員

三
十
名

費
用

年
孑
円

誕
材
代
)

□
水
墨
画
教
室

日
時

土
昭
日
(
月
一
回
)
午
前
十
時

定
員

三
十
名

費
用

年
百
円
(
画
材
代
)

□
木
彫
教
室

日
時

水
曜
日
(
月
二
回
)
午
後
一

時
三
十
分

定
員

三
十
名

費
用

三
千
六
百
五
十
円
(
全
回
分
)

対
象

い
ず
れ
も
、
区
内
在
住
・
在

勤
の
婦
人
(
初
心
者
に
隕
る
)

申
込
方
法

往
復
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
年
齢
、
電
話
番
气

希
望

教
室
名
を
記
入
の
う
え
、
申
し
込

ん
で
く
だ
さ
い
(
一
人
一
枚
一
敏

室
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
)

申
込
期
限

三
月
十
五
日
(
当
日
消

印
有
効
)

※
な
お
、
期
間
は
木
彫
(
五
ヵ
月
)

を
除
い
て
す
べ
て
一
年
間
で
す
。
ま

た
、
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

東
都
セ
ン
タ
ー
(

〒
1
2
0東綬
瀬
一
一
五
!
一
七

　
六
〇
五
-
七
一
〇
一
)

お
と
し
よ
り
の

た
め
の
各
教
室

□

老

人
芸

能
温

習

会

日

時

三

月

二
十

六
日
(

金
)

午
前

十
時
～

午

後
四

時

場

所

千

住
本

町

老
人

館

対

象

区

内
在

住
の

六
十
歳

以

上
の

方

費
用

無

料

申

込
方

法

当

館

各
教

室
の

会

員
は

先

生
を

通
し

て
、
そ

の
他

の

方
は

直
接

窓

口
へ
(

記
念

品

贈
呈
)

□
五

十

七

年
度

上

期
会

員

募
集

教

室
名

お
よ

ぴ

定
員

書

道

上

一
十

名

、
詩

吟
・・一
三

十
名

、
茶

道
=
・
二

十
名

対

象

区

内
在

住
の

六

十
歳

以

上
の

方
(
初
心
者
歓
迎
)

費
用

い
ず
れ
も
、
無
料

申
込
方
法

三
月
十
日
か
ら
直
接
、

ま
た
は
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い

申
込
・
問
合
せ
先

い
ず
れ
も
、
千

住
本
町
老
人
館

　
(
七
〇
-
六

一
三

一
教
室
と
講
演

□
和
服
の
着
付
と
マ
ナ
ー

日
時

三
月
十
日
・
十
二
日

午
前

十
時～
正
午

場
所

花
畑
セ
ン
タ
ー

対
象

区
内
在
住
の
婦
人
で
、
二
日

間
と
も
出
席
で
き
る
方

費
用

無
料

定
員

二
十
名
(
先
着
順
)

申
込
方
法

三
月
五
日
か
ら
窓
口
優

先
に
受
付
け
ま
す

□
手
袋
人
形
(
あ
ら
れ
ち
ゃ
ん
)

日
時

三
月
十
九
日
(
金
)
午
後
一

時
～
四
時
三
十
分

場
所

花
畑
セ
ン
タ
ー

対
象
区
内
在
住
の
婦
人

費
用

材
料
費
実
費
負
担

定
員

二
十
名
(
先
着
順
)

申
込
方
法

窓
口
へ
材
料
費
を
添
え

て
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

□
心
を
育
て
る
教
室
設
話

日
時

三
月
六
日
(
土
)
午
後
二
時

上
二
時
三
十
分

場
所

花
畑
セ
ン
タ
ー

対
象

一
般
区
民

定
員

五
十
名

講
演

木
川
達
爾
氏
(文
散
大
教
授
)

申
込
方
法

電
話
ま
た
は
直
接
窓
口

へ
申
込
・
問
合
せ
先

い
ず
れ
も
、
花

畑
セ
ン
タ
ー

　
(
五
〇
一
二
六

一
七プ

ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
で

星
を
見
よ
う

教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
毎
週
木
・

土
曜
日
に
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
投
映

を
行
っ
て
い
ま
す
。
投
映
プ
ロ
グ
ラ

ム
は
、
二
か
月
毎
に
変
わ
り
ま
す
。

投
映
時
間
　
▼
毎
週
木
曜
日
・・・
午
後

六
時
三
十
分
　
▼
毎
週
土
曜
日
・・・

午
後
二
時
・
三
時
三
十
分
・
六
時

三
十
分

投
映
プ
ロ
グ
ラ
ム

近
づ
く
火
星
(

三
月
?
四
月
)
、
惑
星
シ
ョ
ー

と
春
の
星
座
(
五
月
ヱ
(
月
)

投
映
時
間

約
四
十
分

定
員

各
回
先
着
二
百
三
十
名

入
場
料

士
(
歳
以
上
・・・
百
円
、
十

六
歳
未
満
・・・無
料

場
所
・
問
合
せ
先

教
育
セ
ン
タ
ー

　
(
五
〇
-
(
(
〇
一

卓
球
教
室
開
催

日
時

三
月
二
十
二
日
(
月
)
午
前

九
時
三
十
分
～
午
後
五
時

場
所

足
立
区
勤
労
福
祉
会
館

対
象

一
般
勤
労
者

定
員

七
十
名
(
先
着
順
)

費
用

無
料

講
師

長
谷
川
信
彦
氏
(
元
男
子
シ

ン
グ
ル
世
界
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
)
他

講
習
内
容

卓
球
指
導
、
模
範
お
よ

ぴ
挑
戦
賦
合

申
込
方
法
直
接
ま
た
は
I
`
話
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
限

三
月
十
一
日

申
込
・
問
合
せ
先

足
立
区
勤
労
福

祉
会
館

　
(
四
〇
-
二
五
二
五

グル
ープ茜油絵
展

日
時

三
月
十
一
日
～
十
五
日

午

前
十
時
～
午
後
六
時

場
所

西
新
井
区
民
ホ
ー
ル
ギ
ャ
ラ

リ
ー
(
ニ
チ
イ
西
新
井
店
四
階
)

問
合
せ
先

東
都
セ
ン
タ
ー

　
六

〇
五
-
七
一
〇
一

あ
!
　さ
そ
り
座
だ
(
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
に
て
)

老
人
生
花
教
室

□
西
部
セ
ン
タ
ー

日
時

毎
月
第
二
・
第
四
土
曜
日

午
前
十
時
か
ら

定
員

二
十
名
(
午
前
十
時
に
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
)

□
千
住
セ
ン
タ
ー

日
時

毎
月
第
一
・

第
三
金
曜
日

午

後
一
時
三
十
分
か

ら
定
員

四
十
名
(
午
前
十
時
に
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
)

□
花
畑
セ
ン
タ
ー

日
時

毎
月
第
一
・
第
三
水
曜
日

午
前
十
時
か
ら

定
員

二
十
名
(
先
着
順
)

□
新
田
老
人
館

日
時

毎
月
第
一
・
第
三
火
昭
日

午
前
九
時
か
ら

定
員

ニ
ト
名
(
午
前
十
時
に
定

員
を
超
え
た
場
合
は
抽
選
)

対
象

い
ず
れ
も
、
区
内
在
住
六

十
歳
以
上
の
方
(
た
だ
し
、
五

十
一
(年
度
申
に
い
ず
れ
か
の
館

で
生
花
軟
寔
に
参
加
し
た
方

は
、
申
し
込
め
ま
せ
ん
)

申
込
受
付
日
時

三
月
九
日

午

前
九
時
か
ら

申
込
方
法

直
接
各
館
の
窓
口
で

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
(
た
だ

し
、
電
話
で
の
申
し
込
み
は
受

付
け
ま
せ
ん
)

※
な
お
、
実
施
期
間
に
つ
い
て
は

千
住
セ
ン
タ
ー
は
半
年
間
で

、
そ

の
ほ
か
の
館
で
は
一

年
間
と
な
っ
て
い
ま

す
。く

わ
し
く
は
、
西

郎
セ
ン
タ
ー
(
　
八
九
七
-
五
〇

一
六
)
、
千
住
セ
ン
タ
ー
(
　
(

【

】丁
二
七
六
五
)
、
花
畑
セ
ン

タ
ー
(
　
(
五
〇
-
二
六
一
七
)
、

新
田
老
人
館
(
　
九
匸
〒

Ξ
四

ニ

ー
)
へ
。

保

健

所

だ

よ

り

献
血
に
登
録
を

年
々
、
輸
血
に
必
要
な
血
液
の
量

は
増
加
し
て
お
り
、
だ
れ
で
も
必
要

な
時
に
安
心
し
て
輸
血
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
毎
日
多

く
の
健
康
な
皆
さ
ん
の
献
血
が
必
要

で
す
。

献
血
の
協
力
を
し
て
い
た
だ
け
る

個
人
、団
体
は
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

く
わ
し
く
は
、保
健
予
防
係
、ま

た
は
葛
飾
赤
十
字
血
液
セ
ン
タ
ー
　

(
`
-
六
九
三
丿
五
七
〇
一
)
へ
。

妊
婦
さ
ん
の
た
め
の

貧
血
予
防
教
室

日
時

二
月
十
二
日
(
金
)
午
後
一

時
三
十
分
～
三
時
三
十
分

場
所

東
和
保
健
相
談
所

テ
ー
マ

妊
娠
中
の
食
事
の
と
り
方

内
容

食
事
診
断
、
貧
血
・
妊
娠
中

毒
症
予
防
の
食
事
、
調
理
実
習

費
用

無
料

申
込
方
法

電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い

申
込
・
問
合
せ
先

東
和
保
健
相
談

所

　
六
〇
六一
四
一
七
一

胃
の
検
診

子
宮
が
ん
検
診

日
時
・
定
員

▼
冐
の
検
診
・
=四
月

六
日
・
二
十
日
、五
月
十
一
日
・
十
(

日

い
ず
れ
も
午
前
(
時
三
十

分
か
ら
(
各
三
十
五
名
)

▼
子

宮
が
ん
検
診
…
四
月
二
日
・
九
日
・

十
一
(日
・
二
十
三
日
・
三
十
日

い
ず
れ
も
午
後
一
時
か
ら
(
各
三

十
五
名
)

場
所

保
健
セ
ン
タ
ー

対
象

▼
胄
の
検
診
・・・
滴
三
十
五
歳

以
上
の
区
民

▼
子
宮
が
ん
検
診

・
=膺
三
十
歳
以
上
の
区
民
(
い
ず

れ
も
、
過
去
一
年
以
内
に
検
診
を

受
け
て
い
な
い
方
)

費
用

▼
胃
の
検
診
=
・千
二
百
円

▼
子
宮
が
ん
検
診
・
=九
百
円

(た
だ
し
、
生
酒
保
護
世
帯
の
方

は
生
保
の
し
お
り
を
、
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方
は
住
民
税
非
課
税

証
明
書
を
当
日
持
参
す
れ
ば
、
免

除
さ
れ
ま
す
)

検
診
で
き
な
い
方

▼
冐
の
検
診
・
=

妊
娠
中
ま
た
は
妊
娠
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
方

▼
子
官
が
ん
検
診

…
生
理
中
の
方
や
生
理
終
了
後
三

日
を
経
過
し
て
い
な
い
方

お
よ

ぴ
、
婦
人
科
医
で
冶
療
中
の
方

注
意
事
項

▼
冐
の
手
術
を
し
た
方

や
胃
病
で
治
家
中
の
方
お
よ
び
、

胃
病
と
診
断
さ
れ
た
方
や
自
覚
症

状
の
多
い
方
は
、
直
接
医
療
機
関

で
検
診
を
受
け
て
く
だ
さ
い

▼
冐
の
検
診
を
受
け
る
場
合
、
妊

娠
の
可
能
性
の
あ
る
方
は
、
生
理

の
初
日
か
ら
十
日
目
ま
で
に
受
診

し
て
く
だ
さ
い

申
込
方
法

い
ず
れ
も
、
往
復
(
ガ

キ
に
希
望
検
診
名
、希
望
検
診
日
、

住
所
、
氏
名
(
ふ
り
が
な
)
、
性

別
、
生
年
月
日
、
年
齢
、
竜
話
番

号
を
記
入
の
う
え
、
申
し
込
ん
で

く
だ
さ
い
(
(

ガ
キ
は
い
ず
れ
も

一
人
一
枚
に
限
り
、
一
枚
の
(
ガ

キ
で
両
方
の
検
診
の
申
し
込
み
は

で
き
ま
せ
ん
)

申
込
期
限

三
月
十
日
(
当
日
消
印

有
効
)

※
な
お
、
申
し
込
み
多
数
の
場
合
は

抽
選
と
な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
せ
先

保
健
セ
ン
タ
ー
(

苧
Ⅲ
伊
興
町
前
沼
一
一
五
七
-

六

　
(
五
五
I
四
一
五
一
)

糖
尿
病
予
防
講
習
会

日
時
=

茸
(

日
(
月
)
午
後
一
時

三
十
分
ヱ

二
時
三
十
分

場
所

江
北
保
健
相
談
所

内
容

糖
尿
と
糖
尿
病
に
つ
い
て
、

一
日
二
十
単
位
食
と
そ
の
応
用
、

調
理
実
演

費
用

無
料

定
員

三
十
名

持
参
す
る
も
の

小
皿
、(
シ
、
毎

日
使
用
し
て
い
る
ご
飯
茶
わ
ん
、

筆
記
用
具

申
込
方
法

一
話
に
よ
る
予
約
制

申
込
・
問
合
せ
先

江
北
保
健
相
談

所

　
八
九
六
-
四
(‥
)
(一)四

成
人
病
予
防

栄
養
講
習
会

日
時

三
月
十
日
(
水
)
午
後
一
時

三
十
分
～
四
時

場
所

千
住
保
健
所
栄
養
室

内
容

ス
ラ
イ
ド
、
お
話
し
、
調
理

と
実
演
、
塩
味
測
定
(
み
そ
汁
を

少
量
ご
持
参
く
だ
さ
い
)

費
用

無
料

申
込
・
問
合
せ
先

千
住
保
健
所

　
(
(
(

―
四
二
七
七

母

親
学

級

日
時

三
月
十
三
日
・
二
十
日

午

後
一
時
～
四
時

場
所

足
立
保
健
所
講
堂

内
容

妊
娘
中
の
生
活
と
栄
養
、
お

産
の
経
過
、
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方

申
込
方
法

電
話
で
ど
う
ぞ

申
込
・
問
合
せ
先

足
立
保
健
所
業

祷
第
二
係

　
(
五
五
-
四
一
五

一

有
料
で
派
遣
し
ま
す

家
事
援
助
者
(
家
政
婦
)

ね
た
き
り
の
お
年
寄
り
の
い
る

家
庭
に
対
し
て
派
遣
し
て
い
る
家

事
援
助
者
を
、従
来
、所
得
基
準
額

を
超
え
て
い
る
た
め
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
を
対
象
に
、
利
用
者
の

料
金
を
一
都
負
担
し
て
い

た
だ

き
、家
事
援
助
者
を
派
遣
し
ま
す
。

対
象

区
内
在
住
の
六
十
五
歳
以

上
の
ね
た
き
り
老
人
の
い
る
家

庭
で
、
家
族
が
十
分
に
介
護
で

き
な
い
状
態
に
あ
る
家
庭

負
担
額

左
表
の
と
お
り

申
込
に
必
要
な
も
の

住
民
票
の

世
帯
全
員
の
写
し
、
生
計
中
心

者
の
所
得
の
証
明
書

申
込
・
問
合
せ
先

老
人
福
祉
係

所 得 基 準 表
ぜ
ひ
お
い
で
く
だ
さ
い

ね
た
き
り
老
人
介
護
教
室

日
時

三
月
十
九
日
(
金
)
午
後

一
時
～
四
時

場
所

中
都
セ
ン
タ
ー
ニ
階
洋
室

対
象

介
護
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
め

ざ
す
方
、
ね
た
き
り
老
人
を
か

か
え
て
い
る
方

定
員

百
名
(
先
着
順
)

内
容

映
画
、
講
演
、
介
護
の
実

儻
、
懇
談
会

参
加
費

無
料

主
催

社
会
福
祉
法
人
「
璽
風
会
」

後
援

足
立
区
、
区
社
会
棡
祉
協

議
会

問
合
せ
先

老
人
福
祉
係
、
ま
た

は
聖
風
会
(
　
(
(
三
―
七
九

四
六
)

納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
保
険
料

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
ま
ま
に

し
て
お
く
と
、
将
来
、
年
金
を
受

給
す
る
と
き
に
不
利
に
な
る
だ
け

で
な
く
、
年
金
が
受
給
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
納
め
忘

れ
の
保
険
料
は
す
ぐ
に
納
め
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
納
付
書
が
お
手

元
に
な
い
方
は
再
発
行
し
ま
す
の

で
、
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

国
民
年
金
課
検
認
係

お
気
軽
に
ど
う
ぞ

心
身
障
害
者
就
職
相
談
会

日
時

三
月
十
日
(
水
)
午
後
一

時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

場
所

心
身
障
害
福
祉
セ
ン
タ
ー

ニ
階

相
談
人
員

五
十
名
程
度

※
ご
希
望
の
方
は
、
午
後
一
時
三

十
分
ま
で
に
履
歴
書
持
参
の
う

え
、
お
い
で
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

足
立
公
共
職
業
安
定

所

　
(
(

二
-
匸
一
(
七



区 の お 知 ら せ第569 号( 3)

スポーツセンター事業案内 注意事項
1～11の教室・コースに参加される方は、12番の健康チェックを必ずうけてください

なお、1～8の教室に参加される方は、必ずオリエンテーションに出席してください

申込方法 3月5日(金) 午前9時から、直接または電話でお申し込みください 859- 8211

第35回都民体育大会

足立区予選会

□
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
大
会

日
時

三
月
二
十
八
口
(
冂
)
午
前

九
時
か
ら

場
所

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

種
目

一
般
男
子
ダ
ブ
ル
ス
、
女
子

ダ
ブ
ル
ス
(
ク
ラ
ス
別
)

資
格

区
内
在
住
・
在
動
・
花
学
で

高
校
生
以
上
の
方

参
加
費

一
ペ
ア
千
五
百
円

申
込
方
法

参
加
費
を
添
え
て
直
接

ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い

申
込
期
限

三
月
二
十
日
(
必
!

申
込
・
問
合
せ
先

区
バ
ド
ミ
ン
ト

ン
協
会
(
〒
纜
千
住
三
-
一
九
、

ツ
バ
メ
ヤ
ス
ポ
ー
ツ
内

　
(
(
(
-
(

三
三
一
)

□
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会

日
時

四
月
四
日
(
日
)
午
前
九
時

か
ら

場
所

総
合
ユ
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
他

種
目

一
般
男
子
、
一
般
女
子

資
格

区
内
在
住
・
在
動
・
在
学
の

高
校
生
以
上
で
結
成
し
た
チ
ー
ム

参
加
費

有
料

申
込
方
法

直
接
ま
た
は
郵
送
で
申

し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
限

三
月
十
四
日
(
必
着
)

申
込
・
問
合
せ
先

区
バ
ス
ヶ
'
卜

連
盟
(
〒
1
2
0西
綾
瀬
ニ
ー
ニ
三
-

二
四
、
ス
ポ
ー
ツ
デ
イ
ト
内

　

八
(
六
一
四
六
五
五
)

《
代
表
者
会
議
》

日
時

三
月
二
十
七
日
(
土
)
午
後

六
時
三
十
分

場
所

総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

く
わ
し
く
は
、
各
申
込
先
へ
。

1
6ミ
リ
映
写
機
操
作

再
講
習
会

十
六
ミ
リ
映
写
機
操
作
修
了
証
を

お
持
ち
の
万
で
、
復
習
を
し
た
い
方

の
た
め
の
講
習
会
で
す
。

日
時

三
月
十
二
日
(
金
)
午
後
三

畤
～
七
時

場
所

竹
の
塚
社
会
教
育
館

内
容

新
旧
映
写
機
の
使
用
方
法

受
講
方
法

十
六
ミ
リ
修
了
証
を
持

蓼
の
う
え
、
お
い
で
く
だ
さ
い

問
合
せ
先

文
化
係

足
立
区
少
年
鼓
笛
隊

合
唱
団
発
表
会

新
隊
団
具
を
迎
え
て
の
、
一
年
間

の
練
習
の
成
果
を
ご
寛
く
だ
さ
い
。

日
時

三
月
七
日
(
日
)
午
後
○
時

三
十
分

場
所

文
化
会
館

問
合
せ
先

青
少
年
係

米
飯
提
供
業
者
の

登
録
制
度
廃
止

食
柾
管
理
法
の
一
郎
改
正
に

と
も
な
い
、
一
月
十
五
日
か
ら

米
飯
提
供
業
者
の
登
録
制
度
が

廃
止
に
な
り
ま
し
た
。

く
わ
し
く
は
、
消
費
生
活
係

へ
。

ひろば
□
明
る
い
家
庭
を
つ
く
る
た
め
の
セ

ミ
ナ
ー
(
子
供
の
意
識
に
つ
い
て
)

日
時

三
月
十
三
日
(
土
)
午
後
六

時
三
十
分
～
九
時

場
所

西
新
井
住
区
セ
ン
タ
ー
(
西

新
井
中
学
校
前
)

講
師

北
雄
二
氏
(
麗
沢
高
校
教
諭
)

参
加
費

無
料

問
合
せ
先

足
立
モ
ラ
ロ
ジ
ー
事
務

所
西
新
井
地
区
連
絡
所
(
川
越
)

　
(
九
(
上
一
五
九
二

□
レ
タ
リ
ン
グ
を
学
ぼ
う

日
時

毎
月
第
一
火
曜
日
と
第
三
金

曜
日

午
後
六
時
三
十
分
～
八
時

三
十
分

場
所

青
年
館

費
用

月
千
円

申
込
・
問
合
せ
先

久
米

　
(
(

一
-
九
六
七
二
(
午
後
六
時
以
降
)

□
社
交
ダ
ン
ス
初
心
者
講
習
会

日
時

四
月
か
ら
毎
週
木
曜
日

午

後
六
時
三
十
分
～
九
時

場
所

第
一
会
場
…
産
業
振
興
館

第
二
会
場
…
中
央
本
町
社
会
教
書

館
費
用

月
二
千
五
百
円

種
目

ブ
ル
ー
ス
、
ワ
ル
ツ
、
ル
、J

バ
、
ジ
ル
バ
、
タ
ン
ゴ
等

申
込
・
問
合
せ
先

麻
生
(
　
(
(

一
I
○
ニ
ニ
ー
)
、
青
木
(
　
(
(
(

一
一
六
九
〇
)

□
城
北
青
年
会
テ
ニ
ス
ク
ラ
ブ

日
時

毎
週
木
曜
日

午
後
二
時
丿

四
時

対
象

区
内
在
住
の
十
(
歳
1
三
十

歳
の
方

費
用

月
千
五
百
円
(
入
会
金
千
五

百
円
)

申
込
方
法

往
復
(
ガ
キ
に
住
所
、

氏
名
、
生
年
月
日
、一
話
番
号
を
記

入
の
う
え
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い

申
込
期
限

三
月
七
日
(
当
日
消
印

有
効
)

申
込
・
問
合
せ
先

會
谷
健
一
(
〒
1
2
1

梅
鳥
一
-
二
九
-
五

文
彰
寺

内

　
(
(

六
-
五
六
三
九
)

投
稿
・
問
合
せ
先

広
報
課
(

〒
1
2
0千
住
一
-
四
一

一
(
)

同
和
問
題
の

理
解
の
た
め
に

東
京
の
同
和
問
題
(
6
)

私
達
の
生
活
す
る
大
都
会
東
京

に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
ぴ
と
が
住

ん
で
い
ま
す
。
就
職
や
勉
学
の
た

め
、
そ
の
中
に
は
、
同
和
地
区
出

身
の
人
も
混
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
友
人
や
近
所
づ
き
あ
い
の
中

に
も
、
偏
見
が
根
強
く
残
っ
て
い

ま
す
。

あ
る
同
和
地
区
の
出
身
者
に
、

近
所
の
奥
さ
ん
が
「
夫
の
同
僚
が

職
場
結
婚
を
し
た
の
よ
」
と
言
う

の
で
、
「
良
か
っ
た
で
す
ね
」
と

言
う
と
、
そ
の
奥
さ
ん
は
「
職
場

結
婚
な
ら
安
心
で
す
か
ら
」
と
言

っ
た
と
い
い
ま
す
。

そ
こ
で
「
何
が
安
心
な
ん
で
す

か
」
と
聞
く
と
、
そ
の
職
場
は
、

身
元
調
査
が
行
き
届
い
て
い
る
の

で
、
結
婚
相
手
が
同
和
地
区
出
身

で
な
い
か
ら
安
心
だ
と
い
う
の
で

し
た
。

こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
、
こ

の
人
の
胸
は
、
心
臓
が
ド
キ
ド
キ

と
早
鐘
の
よ
う
に
打
ち
、
息
が
止

っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。

ま
た
、
あ
る
少
女
が
、
家
の
職

業
に
つ
い
て
親
し
い
友
だ
ち
と
話

し
合
っ
て
い
る
と
き
、
た
ま
た
ま

歴
史
の
銛
に
発
展
し
、
「
あ
な
た

の
亰
の
よ
う
な
商
売
そ
し
て
い
る

方
の
な
か
に
は
、
え
た
の
子
孫
が

多
い
の
よ
」
と
い
わ
れ
て
、
彼
女

は
大
き
な
シ
"

ク
を
受
け
ま
し

た
。
そ
し
て
、
家
に
戻
っ
て
両
親

に
家
の
職
業
や
先
祖
に
つ
い
て
い

ろ
い
ろ
問
い
た
だ
し
ま
し
た
。

娘
の
質
問
が
あ
ま
り
に
も
真
剣

な
の
で
、
も
し
も
間
違
い
を
起
し

て
は
と
い
う
親
心
か
ら
、
職
業
や

先
祖
に
つ
い
て
一
切
を
打
明
け
ま

し
た
。

そ
の
結
果
、
そ
の
少
女
は
、
友

だ
ち
に
恥
す
か
し
い
か
ら
と
い
っ

て
学
校
を
中
退
し
、
結
局
、
や
け

に
な
り
非
行
に
走
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。

日
常
生
活
の
さ
さ
い
な
会
話
の

な
か
で
出
さ
れ
た
差
別
的
な
言
葉

や
、
職
業
に
対
す
る
偏
見
が
、
こ

の
少
女
と
そ
の
家
族
を
、
大
き
な

悲
劇
に
追
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
の

で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
家
族
や
地
域
社

会
の
中
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の

人
が
同
和
問
題
に
正
し
い
認
識
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
教
え

て
い
ま
す
。

◎
同
和
閥
題
に
関
す
る
問
い
合
わ

せ
は
、
区
役
所
同
和
対
策
担
当
へ
。

首
都
高
速
道
路
の
一
部
開
通
と

環
境
対
策
に
つ
い
て

区
内
に
お
け
る
首
都
高
遠
道
路

の
建
設
は
、
東
北
自
助
車
遭
に
つ

な
が
る
葛
飾
・
川
口
線
と
、
常
磐

自
助
車
遭
に
つ
な
が
る
六
号
線
Ⅱ

期
、
足
立
・
三
郷
線
が
進
ん
で
い

ま
す
。

そ
の
内
の
一
都
の
路
線
が
、
今

月
末
に
開
通
し
ま
す
。
そ
の
区
間

は
、
六
号
線
向
鳥
ラ
ン
プ
か
ら
堀

切
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
、
小
菅
イ

ン
タ
ー
チ
ヱ
ン
ジ
を
経
て
、
千
住

新
橋
ラ
ン
プ
ま
で
で
す
。

な
お
、
葛
飾
・
川
口
線
と
足
立
・

三
郷
線
の
全
線
が
開
通
す
る
の

は
、
今
の
と
こ
ろ
昭
和
六
十
年
の

予
定
で
す
。

こ
の
高
遠
遭
路
建
設
に
と
も
な

う
環
礁
対
策
は
、
す
で
に
、
テ
レ

ビ
電
波
の
障
害
対
策
な
ど
を
、
首

都
高
遠
遭
略
公
団
が
実
施
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ほ
で
も
、
首
都
高

遠
道
路
公
団
や
東
京
都
と
、
環
境

の
調
査
や
騒
音
防
止
の
協
議
を

行
っ
て
い
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
高
速
道
路
一

境

対
策
担
当
へ
。

ア
ル
バ
イ
ト
を
募
集
し
ま
す

内
容

薬
剤
敵
布
作
業

人
員

若
干
名

期
間

三
月
十
二
日
～
九
月
三
十

資
格

嗣
十
(
歳
～
薦
四
十
歳
の

男
子

資
金

四
千
四
百
円
(
四
月
か
ら

四
千
五
百
円
)

勤
務
時
間

午
前
(
時
三
十
分
～

午
後
五
時
十
五
分
(
日
電
・
祝

日
は
休
み
、土
曜
日
は
午
前
中
)

申
込
・
問
合
せ
先

衛
生
係

お
子
さ
ん
の
こ
と
で
お
悩
み
の
方
へ

教

育

相

談

室

▽
電
話
に
よ
る
教
育
相
談

日
時

毎
週
火
曜
日
～
金
曜
日

午
前
十
時
～
午
後
四
時

電
話
番
号
(
(

四
-
七
(
六
七

▽
面
接
に
よ
る
相
談

日
時

毎
週
月
昭
日
～
土
曜
日

午
前
九
時
～
午
後
五
時
(
た
だ

し
、
土
曜
日
は
正
午
ま
で
)

場
所

教
育
セ
ン
タ
ー
教
青
相
談

室

　
(
五
九
一
九
卮
三
一

▽
教
育
相
談
東
部
分
室

日
時
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昭 和57 年3 月5 日 区 の お 知 ら せ 第569 号 ( 4)

住民税の申告は
お済みですか

提出期限は3 月15日
問合せ先 区役所第一課税係… 　882- 1111

第二庁舎第二課税係… 　889- 6161

住民税は重要な財源
一般に、道府県民税( 東 京都においては都

民税といいます) と市町村民税( 東京都231X

においては 特別区民税といい ます) を合わせ

て住民税とよばれています。
私達にとって日常生活に関係の深い瞥察、

消防、ごみ、教育など身近な仕事の費用を、自

分達の所得の中からそれぞれの負担能力に応

じて直接分担しあうという性格の税金 です。
住民税は、所得金額に応じて納税する所得割

と、応益性という性格の均等割とがあります。
したがって、所得税よりも納める人の範囲

は広 く、税率も低 く定められてい ます。

仕民税は 、正し く申告された内容により適
正な税計算が され、その税額を通知し、それ

に よって自ら納税していただく制度です。
住民税は 、区の歳入のなかで も自主財源と

して住民の声を反映できる重要な資金にな っ
てい ます。

申 告を お 忘れ な く
申 告 が 必 要 な 人

①昭 和56年中に所得のあった人で、昭和57年1
月1 日現在足立区 内に住所を有する人

②足 立区内に事務所や事業所、家屋敷があっ
て足立区外に住んでいる人

申告が必要な人で、申告書の届いていない人

は、課税課までご連絡くだされば郵送し ます。
なお、出張所にも置いてありますので、ごi l l

用くだ 癶い。

申告をしなくてもよい人
①所得税の確定申告をする人

②前年中の所得が給与所得だけ で、勤務先か

ら区 へ、給与支払報告書が出された人

③覯年中に所得のなかった人
④生活保護法に よって、昭和57年1 月 】日現

在生活扶助を受けていた人

⑤觧年の合計所得が〔( 控除対象配偶者十扶
養親族数+1) × 25万円〕以下 の人

※ ただし、上記③～⑤に該当する人でも非踝

税証明 書発行などの基礎資料となり ますので

提出にご協力 ください。

申 告 書 の 提出 場所
ことし も個人住民税の申告時期になり まし

た。
申告書は、区役所本庁舎、 または第二庁舎

の課税課、 もし くはもよりの出張所へ提出し

てください。
なお、申告書は郵送 でも受付け てい ますの

で、同封の返信用封筒をご利用ください。 ま

た、 記入方法等わからない人は、 課税課職員

が出張受付を行いますので、お気 軽にご来所

ください。
◎ 3月10日( 水) 、11日( 木) 場所…常東

出張所、鱚3出張所～第12出張所

◎ 3月12日( 金) 、13日( 土) 場所…第13
出張所～旃20出張所、東綾瀬出張所、東栗原

出張所、鹿浜出張所、花畑出張所、神明出張所

受付時間は、午前9畤～午後4時、土曜日

は、午前9畤～正午までです。

損を し な い た め に
あなたは、申告書の記入もれ等により損を

していませんか。

すでに提出済で記入もれがあ る人は、 すぐ

に修正手続きをして ください。
次の所得控除橢が記入もれになってい る場

合が多々あり ますので、注意してください。

配 偶 者 控 除 欄
納税者と生計を一にする配偶者( 婚姻届 の

提出されてい る妻 または夫) で、次に該当す

る人を記入して ください。
①前年中に所得のなか。た人

②前年中の合計所得が29万円( 給与所得者は

支払金額で79万円、老年者で公的年金受給者

は年金支払額が、157 万円 になり ます) 以下

の人。 また自己 の勤労によらない不動産、利
子、配当所得の場合は10万円以下の人

③前年中に死亡し た人で①または②に該当す

る人

扶 養 控 除 欄
納税者と生計を一にする親族( 配偶者を除

く、父、毋、子等) で、次に該当する人を記
入してください。なお、障 害者を除く70歳以

上 の人で、納税者または配偶者と同居 をして

いる直系尊族が、老人扶養に該当する場合は

同居老親等扶養となり、同居をしていない場
合は老人扶養となり ます。( 扶養親族で同居

の人は申告書扶養控除欄同居に○ 印をつけて

ください)

①前年中に所得のなかった人
②翡年中の合計所得が29万円( 給与所得者は

支払金額79万円、老年者で公的年金受給者は

年金支払額が157 万円になり ます) 以下の人。
または自己 の動労によらない不動産、利 子、

配当所得の場合は10万円以下の人

③前年中に死亡した人で、 ①または ②に該当
する人

その 他の控除 欄
所得控除には、いろいろな種類があり ます
ので、ご注意ください。

所 得 税 の 還 付
前年の中途で就・退職した サラリーマンの

人で年末調整を受け なかった場合は 、税務署

に確定申告をすることに より、所得税の還付

が受け られる場合があります。

個人住民税の計算方法
年税額= 特別区民税所得割額 十都民税所得割額十均等割額( 2, 500 円)
◎ 所得割額の計算方法

( 所得金額- ①所得控除) × ②税率- ③税額控除= 所得 割額

課 税標準( 1, 000 円未満切捨)

① 所 得 控 除

次の種類があり、これに該当する場合は、
所得金額から差し引 くことができます。

1. 雑損控除 … ( l lその年の損失の金額 のうちl C

、災害関辿支出の金額がない場合、 また

は5 万円以下の災害関連支出の金額がある
場合… 〔( 損失金額一保険金などで補てん

される金額) - ( 総所得金額)〕× 1/ 10= 雑
損控除額囚

(匐その年の損失の金 額がすべて災害関連支

出の金額 である増合, またはその年の損失
の金 額のうちに5 万 円を超える災害関連支

出の金額がある場合は、次のいずれか多い
方の金額が 雑損控除額となります。

○ 災 害関連支出の金額- 50, 000 円
○ ( 1)の凶 の金額

2. 医 療費控除… ( 支払 った医康 費の総額一

保険金などで補てんされた金 額) - ( 総所

得金 額× 5/ 100)
※ 所得金額× 5/ 100 が5 万円を超える場合

は5 万円となります。
※ 控除額の最高限度は200 万円 です。

※ 領収書の添付が必要です。

3. 社会保険料控除… 56年中に支払った金額
4. 小規模企業共済等掛金控除・‥ 56年中l C支

払 った金額

5. 生命保険料控除・・・56年中l C支払・つた金額が
( 1) 15, 000 円以下… 全額

( 2) 15, 001円～40, 000円…支払った保険料

÷ 2 十7, 500円

( 3) 40, 001円～70, 000円…支払った保険料
÷ 4 十17, 500円

( 4) 70, 001円以上… 35, 000円

※ 年額保険料が9, 000 円を超えるものにつ

いては証明書が必要です。
6. 障害者縡除… 21万円(特別障害者23万円)

7. 老年者控除… 21万円

8. 寡婦( 夫) 控除‥・21万円
9. 勘労学生控除… 21万円

10. 配偶者控除… 22万円( 老人配偶者控除23

万円)

11. 扶養控除

( 1) 扶養親族一人につき‥・22万円
( 2) 同居老親等扶養… 26万円

( 3) 同居老親等以外の老人扶養・・・23万円

12. 基礎控除… 22万円

② 税率( 所得割額の出し方)
下表の速算表( 課税標準額× 税率一速算控

除額) により 計算してください。

特別区民税所得割額と都民税所得割額とは

別々に計算し ます。

〔例〕課税標準額が40万円の場合
・特別区民税所得割額

400, 000円 × 3%- 3, 000 円=9, 00C 円

・ 都民税所得割額
400, 000円 × 2%=8, 000 円

納入する年税額は9, 000円( 特別区民税所得
割額) 十8, 000円( 都民 税所得割額) 十2, 500

円( 均等割額) =19, 500 円です。

③ 税 額 控 除

所得割額から控除され るもので、56年中に
配当所得があった場合控除 され ます。

控除額は

特別区民税分… 配当所得金額の2. 0%

都民税分… 配当所得金額の0. 8% ただし、
課税総所得金額、土地等I Cかかる課税事業所

得等の金額、課税長期( 短期) 譲渡所得の合

計額が、|、000万円 を超える部分( ! ;配当所得

金額については、この率のそれぞれの半分で

す。
<ご注意>所得控除、税率等は、一蓆改正さ

れる場合があります。

所得割額速算表
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